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サービスのご案内 
 

譲渡人側から見た債権譲渡記録請求取引の概要についてご説明します。 

 

概要 
 

・ 従来の約束手形の裏書に相当する取引です。取引銀行を通じて『でんさいネット』に債権譲渡記録の請

求を行います。全額譲渡以外に一部金額の譲渡を行う分割譲渡を行うこともできます。 

・ 譲渡人側が債権譲渡記録請求を行うことで譲渡記録が成立します。 

（譲受人は、譲渡記録の譲渡日を含む５営業日以内であれば単独で譲渡記録を取消すことができます） 

・ 担当者が必要な項目を入力し、仮登録を行い、承認者が仮登録を承認することで譲渡記録請求が完了

します。 

 

取引フロー図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本マニュアルにて使用する文言について 
 

■振出日（電子記録年月日） 

・約束手形の振出日に相当します。『でんさいネット』に電子的な記録が行われる日です。 

 

■譲渡日（電子記録年月日） 

・約束手形の譲渡日に相当します。 

 

■支払期日 

・約束手形の支払期日に相当します。支払期日になると債務者・債権者の口座間で自動的に決済が行われます。 

 

■通知日 

・『でんさいネット』から通知が行われた日です。 

 

■操作日 

・パソコン上から『でんさいネット』へ操作を行った日です。 

①譲渡記録 

の請求 

 

ここでは

１ 

お客さま 

（譲渡人） 

大垣共立銀行 

お取引先 

（譲受人） 

お取引銀行 でんさいネット 

①譲渡記録の請求 

 

②譲渡記録の成立 

 

③譲渡記録の通知 

 

③譲渡記録 

の通知 

 

８０ 

17.債権譲渡請求の概要 
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ステータス説明について 
 
■承認待ち（未承認） 

 ・担当者が各請求記録の仮登録を行い、承認者に対して承認待ちの状態です。 

■承認済み 

 ・承認者による承認が行われ、『でんさいネット』へ各種記録請求が行われた状態です。 

■引戻し 

 ・担当者が承認者から引き戻し、差戻し一覧より修正および削除が行える状態です。 

■差戻し 

 ・承認者により担当者へ差戻しされ、担当者は差戻し一覧より修正および削除が行える状態です。 

 

 

日付設定について 
 

■譲渡日（電子記録年月日）の設定 

・ 操作日～操作日の 1 ヵ月後応答日までを指定することが可能です。なお、操作日翌日以降の指定は予約扱いと 

なります。操作は振出日以降に可能です。 

・ 譲渡の場合、支払期日を含む 3 営業日前から、支払期日を含む 3 営業日後までの間を譲渡日に指定することはで

きません。 

・分割譲渡の場合、支払期日を含む 3 営業日前以降を譲渡日に指定することはできません。 

【各種日付の関連図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８１ 

振出日 

20X2 年 9 月 20 日 

操作日 

9 月 30 日 

1 ヵ月後の応答日まで指定可能 

 
■譲渡予約中に引続き譲渡予約を行うことはできません。  

譲渡日 

10 月 30 日 

支払期日 

12 月 20 日 

譲渡の譲渡日指定不可期間 

支払期日を含む 3 営業日前 

～支払期日を含む3営業日後までの間 

※分割譲渡は支払期日を含む 3 営業日前以降指定不可 
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取消可能期間について 
 

・予約扱いとなっている記録請求は譲渡日前日までは、譲渡人、譲受人が単独で取消可能です。 

・譲渡日を含む 5 営業日以内、かつ支払日から 3 営業日前までであれば、譲受人は単独で取消が可能です。 

譲渡人は譲渡日以降、取消（削除）はできません。 

 （譲渡日から 6 営業日以降は利害関係人のみによるオンラインでの取消（削除）はできません。 

お取引店にご相談ください） 

 

 
【操作日～支払期日までの取消可否まとめ】 

No 期間 取消可否（対象者） 

Ａ 操作日～譲渡日前日 譲渡人、譲受人による単独取消可 

Ｂ 譲渡日から支払期日まで 

７営業日以上の場合 

譲渡日～譲渡日を含む 5 営業日以内 譲受人による単独取消可 

C 譲渡日から譲渡日を含む 6 営業日以降 オンラインでの取消不可 

D 譲渡日から支払期日まで 

７営業日未満の場合 

支払日から 3 営業日前まで 譲受人による単独取消可 

E 支払期日から 2 営業日以内 オンラインでの取消不可 

 

 

【各種日付、取消操作の関連図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作日 

20X2 年 8 月 20 日 

B．譲渡日を含む 5 営業

日 以 内 は 、 譲 受 人は 

単独で取消可能 

支払期日 

12 月 20 日 

譲渡日から支払期日まで７営業日以上の場合 

譲渡日 

9 月 20 日 

C．譲渡日を含む 6 営業日以降は

取消不可 

A．譲渡日前は譲渡人、譲受

人による単独取消が可能 

譲渡日を含む 5 営業日後 

 9 月 25 日 

操作日 

20X2 年 8 月 20 日 

D．支払期日 3 営業日前

ま で は 、 譲 受 人 は  

単独で取消可能 

支払期日 

9 月 24 日 

譲渡日から支払期日まで７営業日未満の場合 

 

譲渡日 

9 月 20 日 

E．支払期日 2 営業日以内は 

取消不可 

A．譲渡日前は譲渡人、譲受

人による単独取消が可能 

支払期日 3 営業日前 

 9 月 21 日 

８２ 
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■債権譲渡の流れ 
 

譲渡人における債権譲渡記録請求の流れについて説明します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取引先情報の登録 

・譲受人情報を取引先情報として登録します。 

債権譲渡記録の仮登録 

債権譲渡記録の承認 

・承認者が承認することで、『でんさいネット』へ譲渡記録が請求されます。 
※承認については、操作マニュアル「承認編」をご参照ください。 

・譲渡記録情報を入力し、譲渡記録請求の仮登録を実行し、承認申請します。 

１ 

２ 

登録結果の確認 

・『でんさいネット』からの登録結果通知を確認します。 

３ 

ここでは

８３ 

18.債権譲渡記録の流れ・仮登録 
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債権譲渡記録の仮登録 
 

債権譲渡記録の請求手順についてご説明します。 

 

 

 

 

① 債権譲渡請求メニュー 

1．［債権譲渡請求］タブをクリックします。 

譲渡記録メニュー画面が表示されます。 

 

 

 

※１件すつ登録する場合 

 

 

※まとめて登録する場合 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ここでは

２ 

■ 「記録請求」の担当者権限が必要です。 

■ 譲渡日が当日の債権譲渡記録の場合、承認済み債権譲渡記録の取消しは行えませんので 

ご注意ください。 

Ⅱ—７ページをご確認ください。 

Ⅱ—１３ページをご確認ください。 

８４ 
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① 対象債権の検索 
１．[登録]ボタンをクリックします。 

 

 

２．次ページ以降を参考に検索条件を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．[検索]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

１．１件ずつ登録 

詳細は、次ページ以降をご参照ください 

８５ 
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１．決済口座情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 
必須 

任意 
属性（桁数） 説明 

１ 支店コード 必須 半角数字 3 桁 支店コードを入力します。 

２ 口座種別 必須 - 
決済口座の口座種別を「普通」「当座」より選択しま

す。 

３ 口座番号 必須 半角数字 7 桁 口座番号を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 ① 

② 

③ 

■決算口座情報①～③の入力は、[決済口座選択]ボタンをクリックし、決済口座

を選択することでも対応できます。 

 

■支店コードが不明な場合、[支店選択]ボタンをクリックすることで、支店を選択い

ただけます。 

 

８６ 



債権譲渡請求 –譲渡人編- Ⅰ 債権譲渡請求の概要 

 

Ⅰ 債権譲渡請求の概要－5 

２．検索項目 

■債権の検索条件項目は、以下のとおりです。 

検索したい条件項目を指定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 項目名 
必須 

任意 
属性（桁数） 説明 

4 検索方法選択 必須 ―――――――― 
「記録番号による検索」「詳細条件による検索」いず

れかを選択します。 

5 記録番号 ―― 半角英数字 20 文字 

No4「検索方法選択」が「記録番号による検索」の場合、

お取引の記録番号を入力必須とします。 

（英字は大文字のみ） 

6 債権金額（円） 任意 半角数字 10 桁 お取引の債権金額を入力します。 

7 支払期日 任意 半角 YYYY/MM/DD お取引の支払期日を入力します。 

8 信託記録有無 任意 ―――――――― 「無」「有」「指定しない」から選択します。 

9 金融機関コード 任意 半角数字 4 桁 お取引先の金融機関コードを入力します。 

10 支店コード 任意 半角数字 3 桁 お取引先の支店コードを入力します。 

11 口座種別 任意 ―――――――― 
お取引先の口座種別を「普通」「当座」「指定しない」

より選択します。 

12 口座番号 任意 半角数字 7 桁 お取引先の口座番号を入力します。 

 

 

 
 

 
 
 
 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

■債務者情報⑨～⑫は、[取引先選択]ボタンをクリックし、取引先の選択により自動的に表示されます。 

■金融機関コード、支店コードが不明な場合、[金融機関選択]ボタンのクリックにより検索できます。 

８７ 
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② 対象債権の選択 
 

 

 

１．譲渡対象の明細の[選択]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

③ 譲渡記録請求の仮登録 

 

 

 

 

 

 

２．次ページを参考に譲渡記録情報を入力します。 

 

 

 

 

 

 

※必要に応じて[コメント]を入力します。 

 

 

 

 

３． [仮登録の確認へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

「請求者 Ref.No.」はお客さまとお取引先とで請求を

管理するためのフリー入力欄です。注文書や請

求書の番号を入力できます。 

詳細は、次ページをご参照ください 

８８ 
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No 項目名 
必須 

任意 
属性（桁数） 説明 

1 
譲渡日 

（電子記録年月日） 
必須 半角 YYYY/MM/DD 債権譲渡日を入力します。 

2 譲渡種別 必須 ―――――――― 

[全額譲渡][一部譲渡]より選択します。 

※[一部譲渡]を選択した場合、分割譲渡記録となり

ます。 

3 譲渡指定金額（円） 必須 半角数字１０桁以内 一部譲渡の場合に、譲渡金額を入力します。 

４ 金融機関コード 必須 半角数字 3 桁 お取引先の金融機関を入力します。 

５ 支店コード 必須 半角数字 3 桁 お取引先の支店コードを入力します。 

６ 口座種別 必須 ―――――――― 
お取引先の口座種別を「普通」「当座」より選択しま

す。 

７ 口座番号 必須 半角数字 7 桁 お取引先の口座番号を入力します。 

８ 取引先登録名 任意 全角６０文字以内 お取引先の登録名を入力します。 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

■譲受人情報④～⑧は、[取引先選択]ボタンをクリックし、取引先の選択により自動的に表示されます。 

■金融機関コード、支店コードが不明な場合、[金融機関選択]ボタンのクリックにより検索できます。 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
⑦ 
⑧ 

８９ 
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④ 譲渡記録請求仮登録の確認 

１．入力した内容を確認します。 

 

 

２．「内容を確認しました」をチェックします。 

 

 

 

 

３．[仮登録の実行]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

⑤譲渡記録請求仮登録の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

■仮登録内容の印刷を行う場合、[印刷]ボタンをク

リックしてください。 

仮登録を実行したことで、請求番号が決定しま

す。請求番号は、この請求を特定するための番

号となりますのでご留意ください。 

以上で譲渡記録請求の仮登録依頼が 

行われ、承認申請されました。 

ログイン 

↓ 

未完了取引から 

対象の承認待ちを選択 

↓ 

承認の実行 

 

承認者 

譲渡記録請求仮登録 

登録結果の確認 

通知 

９０ 
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① 対象債権の検索 

 

１．[登録]ボタンをクリックします。 

 

 

２．譲渡する債権を検索します。 

※入力はⅡ―８、９ページをご参考ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ３．[明細入力へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

２．まとめて登録 

譲渡記録請求対象債権検索画面が表示されます。 

譲渡記録対象債権一覧画面が表示されます。 

詳細は、Ⅱ—８、９ページをご参考ください。 

９１ 
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② 譲受人情報の入力 
 

1．譲受人情報の入力方法を選択します。  

 

 

 

 

 

 

2．譲受人情報および取引先情報を入力しま

す。 

  譲受人情報（請求先情報）を入力してくださ

い。 

 

No 項目名 
必須 

任意 
属性（桁数） 説明 

1 利用者番号 ―― ――――――― 
利用者番号は、以下の項目を入力することで、自

動的に反映されます。 

2 金融機関コード 必須 半角数字 4 桁 お取引先の金融機関コードを入力します。 

3 支店コード 必須 半角数字 3 桁 お取引先の支店コードを入力します。 

4 口座種別 必須 ――――――― 
お取引先の口座種別を「普通」「当座」より選択し

ます。 

5 口座番号 必須 半角数字 7 桁 お取引先の口座番号を入力します。 

6 取引先登録名 必須 全角 60 文字以内 お取引先の登録名を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

3．入力した取引先を登録する場合、取引先登

録等をチェックしてください。 【任意】 

4．入力後、［明細入力へ反映］ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■取引先を登録している場合 ［取引先選

択］ボタンをクリックし、譲受人に指定する取

引先を選択してください。 

■取引先を登録していない場合 ［直接入

力］ボタンをクリックしてください。 

 

 

９２ 
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③ 対象債権の明細入力 

１．譲渡記録対象債権一覧から債権を選択し、明細

情報を設定します。 

 

２．請求明細一覧の 

①請求者 Ｒｅｆ．Ｎｏ． 

②譲渡種別 

③指定金額（円） 

 

 

 

 

 

 

 

※入力内容を明細一覧へ反映し、新たに譲受人明細

を入力する場合は［次の譲受人へ］ボタンをクリック

してください。 

   

  

３．［確定して明細一覧へ］ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

 

 

 

※入力した明細を一時的に保存する場合は［一時保

存］ボタンをクリックし、必要に応じて、帳票を出力し

てください。 

 

 

４．仮登録の内容を確認し、［仮登録の確認へ］ボタン

をクリックしてください。 

 

 

 

 ※【保存した明細一覧を印刷する場合】 

    ［帳票作成］ボタンをクリックしてください。 

 

※【明細一覧画面に戻る場合】 

    ［明細一覧へ］ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

① 
② 
③ 
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Ⅰ 債権譲渡請求の概要－12 

④ 譲渡記録請求仮登録の実行 
 

１．「内容を確認しました」をチェックします。 

 

 

 

2．［仮登録の実行］ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

3．［印刷］ボタンをクリックし、帳票を印刷してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

仮登録を実行したことで、請求番号が決定しま

す。請求番号は、この請求を特定するための番

号となりますのでご留意ください。 

以上で譲渡記録請求の仮登録依頼が 

行われ、承認申請されました。 

ログイン 

↓ 

未完了取引から 

対象の承認待ちを選択 

↓ 

承認の実行 

 

承認者 

譲渡記録請求仮登録 

登録結果の確認 

通知 

９４ 



 

 

 


